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Ⅰ．はじめに

我が国の大学等の進学率は、１970年代に約
50％、１990年代に入ってからは高学歴化に拍車が
かかり、60％台となった。20１0年代以降は、少子
化により大学・短期大学等の入学志願者数と入学
者数がほぼ同じになる「大学全入時代」となり、
大学進学希望者は、大学を選ばなければ、全ての
者が入学することが可能となった。こうした背景
の中で教育の構造改革の一環として大学の構造改
革が進められてきた。文部科学省（2008）は、教
育振興基本計画の施策の基本的方向として4項目
を示し、施策の一つとして「特別なニーズに対応
した教育を推進する」ことを挙げた。20１2年には
「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報
告」を公表し、高等教育段階における特別なニー
ズに対応した教育を推進しようとしている。日本
学生支援機構の平成25年5月１日現在の調査（20１4）
によれば、全国の大学、短期大学及び高等専門学
校における障害学生の総数は、１3,449人であり、
前年度よりも約１,700人が増加している。中でも
診断書がある発達障害は2,042人であり、前年度
よりも5１5人増となっている。
国際的な動向においては国連も教育の機会平等

を保障する活動に取り組んでおり、１998年に「ユ

ネスコ高等教育宣言；2１世紀の高等教育：展望と
行動」を宣言し、2006年に「障害者権利条約」が
総会で採択された。我が国は、20１3年１2月にこの
障害者権利条約を国会で承認し、20１4年2月から
この権利条約が発効されている。我が国の大学は
国際協調の中で高等教育機関としてのミッション
を果たしていく必要があり、障害者権利条約にお
ける「合理的配慮」の実行を求められている。
この障害者権利条約と関連し、我が国では20１6
年4月から障害者差別解消法が施行される。障害
学生が入学した場合には、いつでも必要な支援が
受けられる支援体制の構築が求められる。これま
で障害学生支援は大学の裁量でなされてきた面が
大きいが、今後は法的義務を伴うことになる。障
害者権利条約や障害者差別解消法においては「合
理的配慮」を行うとされている。合理的配慮は、「障
害者が････必要かつ適当な変更及び調整であっ
て、特定の場合において必要とされるものであり、
かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないも
の」であるとされる。これは、個々の学生のニー
ズに応じて個別的になされるものである。教職員
の個人的な判断によるものではなく、チームによ
る支援、持続可能なシステムで行っていく必要が
ある。　
国連の障害者高等教育の機会均等政策の経緯

（都築，20１5）や発達障害学生の修学支援上の問
題と支援（都築，20１4a）についてはすでに論及
した。
本稿では、「合理的配慮」の実行において中核
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改善」、「環境条件の整備」、「教育方法等の改善」
を要望した。政府は『障害者対策に関する新長期
計画』（１993）を発表した。「高等教育段階におけ
る障害児（者）に対する施策の充実」を初めて明
記し，「障害児（者）が，その能力・適性等に応じ、
高等教育へ進むための機会を拡充するために受験
機会の確保，入学後におけるボランティア活動等
による手話通訳・点訳等の支援体制の確立，必要
な施設・設備の整備等の一層の充実を図る」こと
をうたった。１987年に障害学生のための筑波技術
短期大学が開学され，聴覚部（入学定員50名）は
１990年から，視覚部（入学定員40名）は１99１年か
ら，それぞれ学生の受け入れを始めた。１990年初
頭では、障害学生の受け入れに理解のある数校の
大学を除き、大半の高等教育機関は障害者に対す
る認識が充分ではなく、学習環境の改善や情報保
障など様々な問題を抱えており、障害者にどのよ
うな配慮を行っていくかが課題となっていた。
１990年代までは、障害学生の個人的な努力や周
囲の暖かい友情による献身的な支援によるもので
あったが、障害学生に公教育として教育機会を提
供していくことが国家的責務とする機運が高まっ
た。教育・福祉分野において2004年に「発達障害
者支援法」、2006年には「学校教育法の一部を改
正する法律」が成立し、支援の対象として発達障
害のある児童生徒を含むようになった。発達障害
者は、知的発達の遅れがないことから、障害があっ
ても進学の希望があれば、大学入学の可能性は大
きくなった。国連の�「障害者権利条約」に批准す
るために国内法が整備される中で「高等教育にお
ける支援の推進」が挙げられた。国連の障害者施
策の中に「高等教育」が掲げられていたが、我が
国でようやく高等教育に眼が向けられる時期が到
来した。20１3年6月には障害者差別解消法が成立
し、20１3年１2月には障害者権利条約が国会で承認
され、20１4年１月には国連の障害者権利条約に批
准した。20１4年2月に障害者権利条約が実効し、
20１6年4月から障害者差別解消法が施行される。
このように障害者権利条約を踏まえた教育施策が
展開され、大学等が障害のある学生の支援体制を
どう整備していくかが大きな課題となっている。
現在、文科省においては高等教育局大学振興課
が大学入学選抜実施要綱（局長通知）、身体に障
害を有する者等の入学状況等を把握し、学生・留
学生課が入学後と就職の問題を扱い、国立大学法
人支援課が国立大学法人運営交付金の特別教育研
究経費（事項；障害学生学習支援費等経費）を所
掌している。また、私学部私学助成課が日本私立
学校振興・共済事業団とともに経常費の特別補助
の業務を担当している。

的な役割を果たす障害学生支援担当部署に関連す
る諸問題と近年、入学が増加している発達障害学
生への支援のあり方等について言及する。

Ⅱ．障害学生の受け入れの経緯

（1）受け入れの歴史的経緯　
我が国の障害者の高等教育は、学問に向上心が

ある視覚障害や聴覚障害、運動障害の学生が受験
拒否等の苦難の中で先駆的に大学進学への道を切
り開いてきた。
１948年年4月から盲学校、聾学校教育が義務化

し、１960年代後半から盲学校、聾学校の高等部か
ら一般大学に進学する者が現れ始めた。障害者の
大学進学で先駆的な役割を果たしたのは視覚障害
者であった。１959年には「近畿聾学生懇談会」（近
畿聴覚障害学生懇談会）、１96１年には、文月会（日
本盲人福祉研究会）が結成された。高度成長の波
により高等学校への進学率は１970年代には9割を
超え、「大学の大衆化」現象が進んだ。１97１年に
大阪教育大学の「入学差別問題」がおきた。１973
年には日本学術会議（総理府の直属機関）の社会
福祉小委員会で，「障害者の高等教育」について
討議がなされ，同委員会が政府に「社会福祉の研
究・教育体制等について（勧告）」を提出し，障
害児（者）の権利保障の観点から，「障害者に対
する高等教育の機会」拡充を要請した。１973年4月，
「昭和49年度大学入学者選抜実施要項」を各大学
に通知し，その中で「身体障害のある入学志願者
については，その能力・適性等に応じた学部等へ
の進学の機会を広げる観点から受験の機会を確保
するよう配慮」を求めることとなった。１974年に
国立大学入学試験の経費に「身体障害生特別分」
が計上され、１975年に私立大学には私学振興財団
（現在の私学事業団）を通して身体障害者を受け
入れた大学に一定の「特別補助」を行うようになっ
た。１976年に国立大学に「身体障害学生用設備費」、
１977年に公立大学に「身体障害学生用設備費」が
計上された。１979年度から私立大学には実施され
た大学入試センターの「共通第１次学力試験」では，
「身体障害者受験特別措置」が認められ，そのた
めの経費も計上された。
１980年からは国際動向と連動しながら障害者教

育が展開されるようになった。「国際障害者年」
（１98１）が制定され，「国連障害者の１0年」（１983
～ 92年）の行動計画が策定された。国際障害者
年日本推進協議会が「長期行動計画」（１98１年）
を発表し，その中で「高等教育機関における障害
者の受入体制の拡充」を掲げ，「大学入試制度の
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聴覚・言語障害
1,609人 12.0％

発達障害
（診断書有）

2.393人 17.8％

その他
2.930人 21.8％

病弱・虚弱
3,005人 22.3％

視覚障害 732人 5.4％

重複 329人 2.4％

肢体不自由
2,451人 18.2％

障害学生数　13,449人

聴覚・言語障害
1,053人 14.9％

発達障害
（診断書有）

1,597人 22.7％

その他
1.467人 20.8％

病弱・虚弱 882人 12.5％

視覚障害 553人 7.8％

重複 213人 3.0％

肢体不自由
1,281人 18.2％

支援障害学生数 7,046人

図１　障害学生数（障害種別）
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図2　支援障害学生数

（4）受け入れに関連する課題
障害学生が試験を受け、合格した場合には、そ
の都度、各大学ができる範囲で支援を行ってきた。
大学のどこかで、だれかが支援してきたのであり、
こうした情報も共有されてこなかった。それぞれ
の部署で個別に支援をおこなっていた。
障害学生の情報を共有し、全学体制で支援を行
おうとしてその部署を立ち上げるとそこがすべて
面倒を見るものである、という風潮となり、言わ
ば丸投げ状態になってしまっている例も散見され
る。お互いが関わり、ワンストップサービスには
しないような体制作りも話題となり始めている。
障害学生と事前相談を行い、一定の支援方法を
確立した場合は、周囲は一応の安堵感がある。し
かし、入学後に障害が明らかになった場合、手探
り状態となる。例えば、成績が不振であったこと
から面談をしてみると発達障害であったことが判
明する場合である。発達障害においては、その学
生本人に困り感がない場合もある。実際には本人
が困らないように周囲の教職員が配慮している現
実がある。こうした事実を如何に本人に知らせる
か、発達障害のニーズの把握や入学後に申請が
あった場合の対処も１0年前にはあまり問題とされ
てこなかった。今、修学支援が必要か否かの判断

（2）入学試験における配慮
大学入試センター試験が実施される以前には，

障害者が受験を希望してきた場合、国公私立を問
わず，各大学の自主的な判断に任されてきた。大
学進学をめざす多くの障害者は戦前から障害者を
受け入れてきた歴史のある大学，比較的障害者を
受け入れやすい大学，あるいは積極的に障害者の
受け入れを進めていた福祉系の大学などに集中す
る傾向にあった。
障害者の受け入れで先駆的な役割を果たしてき

た大学では,入試の機会平等を実現するために、
現在の大学入試センター試験の「身体に障害のあ
る入学志願者の受験特別措置」（１979年から）で
行われているような対応（別室受験，点字受験，
試験時間の延長など）をすでに取り入れていた。
入試の機会平等の実現という点で最も重要な役

割を果たしたのは，１979年から大学入試センター
が実施した「受験特別措置」であった。すべての
国公立大学が対象となったこの試験で障害者の受
験に対する公的な，ある一定の統一的な対応がな
されたことの意義は大きかった。これ以降，日本
のすべての大学は，障害者の受験があった場合の
対応策として，この大学入試センター試験の「受
験特別措置」を無視することは難しくなった。
20１2年度（平成23年度）より大学入試センター

試験における受験特別措置の対象として「発達障
害」が明記され、診断書のある学生は、自己申告
して支援を明確に求める体制が作られた。

（3）受け入れの実態
現在では、少なからず、どの大学にも障害者が

入学してくるようになった。大学全体としては、
在籍学生数が増加し、障害種も多様化してきた。
日本学生支援機構（20１4）の調査によると平成

25年5月１日現在、障害学生は１3,449人であり、そ
のうちの支援障害学生の総数は7,046人となって
いる。支援障害学生数を障害別にみると発達障害
（診断書あり）が１,597人であり、総数の22.7％で
一番多く占めている。以下、肢体不自由が
１8.2％、聴覚･言語障害が１4.9％、病弱･虚弱が
１2.5％、視覚障害が7.8％となっている。ここ１0年
を見れば、発達障害の学生が急増しているのが特
徴である。
こうしたことから最近では、障害学生支援の中

でも発達障害の学生の支援が課題となっている。
対人関係に難しさがある学生、不注意･自己管理
に難しさがある学生、読み書きに難しさのある学
生への支援体制を整備することが求められてい
る。

愛知教育大学保健環境センター紀要　Vol.13



28

ムが3名のカウンセラー（専任が１名、非常勤が2名）
及び保健センターの精神科医によって構成されて
おり、そのうちの専任カウンセラーが発達障害学
生の支援にあたっている（奥田,�20１4）。

（2）障害学生支援体制の調査
日本学生支援機構（20１4）の調査によると障害学
生支援に関する専門委員会等の設置状況は、「専
門委員会を設置している」が203校、「他の委員会
が対応している」が637校であり、全学校（１,１90校）
の70.6％であった。障害学生支援担当部署の設置
状況は、「専門部署・機関を設置している」が１0１
校であり、設置率は8.5%であった。「他の部署・
機関が対応している」が943校であった。障害学
生支援担当者の配置状況は、「専任配置」が１09校、
「兼任配置」が863校であった。障害学生支援担当
者を職種別にみると専任スタッフでは、「職員」
が5１校、「コーディネーター」が45校、「カウンセ
ラー」が27校、「支援技術を持つ教職員」が１2校、
「医師」が6校であった。兼任スタッフでは、「職員」
が8１2校、「教員」が477校、「カウンセラー」が
350校、「医師」が１75校、「コーディネーター」が
80校、「支援技術を持つ教職員」が28校であった。
兼任スタッフを外部に委託する場合では、「医師･
カウンセラー」が404校、「専門技能者」が6１校で
あった。

（3）発達障害学生の支援事例に関する論文の分析
丹治ら（20１4）は、発達障害学生の支援事例が
報告された3１本の論文を支援内容別に支援内容と
支援体制の面から分析している。論文に記載され
ている支援者の職種も「カウンセラー」、「支援コー
ディネーター」、「大学職員」、「医師」等、支援方
法も「個別面談」、「学内連携」、「学外連携」、「グ
ループワーク」、「セミナー ･プログラム学習」、「ピ
アサポート」等と多様であったとし、以下のよう
な傾向を示している。「支援」の多くは、カウン
セラーが主体となり、保健管理センターや学生相
談室などのメンタルヘルス支援を担う部署を中心
に行われていた。相談スタッフや一部の教職員の
個人的な配慮に一任されていることが多かった
が、学生が所属する教育組織の教職員や関連組織
の職員との連携のもとで、支援に取り組んでいる
例もあった。「入学」支援では、入学前後で教育
組織内の教職員、保護者、カウンセラー等も含め
た複数関係者による連携支援がなされていた。支
援チームを構築することにより複数の関係者間で
支援しているところもあった。「授業」、「試験」、「研
究」支援では、カウンセラーと担当教員との連携
支援が多く、個別のニーズに応じてさまざまな支

が求められる。
また、多くの障害者が、比較的障害者を受け入

れやすい大学、あるいは積極的に障害者の受け入
れを進めてきた大学などに集中する傾向にあった
ことからそれぞれの大学が恒常的に支援体制を作
るという点で十分とは言えなかった。障害学生を
これまでに受け入れた経験のない大学は、責任を
感じた熱心な教員と職員が手さぐりで支援し、学
生を卒業させてきた。その間の実務担当者の疲弊
は相当なものであった。当該の学生が卒業し、続
けて障害学生が入学してこない場合には、その経
験は継承されることなく、元の木阿弥となること
が多かった。
各大学の障害学生支援の中核的な人物が退職す

ると学生へのサービス等が低下する傾向がみられ
た。このように特定な兼務者に依存する部分が多
かったことから学内の多くの者が関与し、支援の
経験を蓄積し、障害学生支援が一過的なものにな
らないような体制作りが求められてきた。

Ⅲ．発達障害学生の支援体制

（1）障害学生支援体制の具体例
それぞれの大学における障害学生支援の取り組

みの実際は、各大学の受け入れの歴史、学内組織
のあり方や教職員数、学生数等に応じて異なる。
どの部署がどのような学生に対応しているかも大
学によって特徴があるので一概にはいえない面が
ある。
広島大学（学生･院生が１5,000人）は、アクセ

シビリティセンターを設置し、センター長が１名、
専任教員が3名、コーディネーターが2名、研究員
が１名、事務員が2名の体制で登録している約30名
の学生に支援したり、支援方法の提言･助言、支
援者の養成･派遣、学内外の連携の調整を行って
いる。保健管理センターでは、カウンセリングを
行い、アクセシビリティセンターでは、授業の情
報保障･支援、配慮願いの配信、定期面談を行い、
役割を分担している（佐野,�20１4）。富山大学（学
生・院生が約9,300人）は、学生支援センター ･ア
クセシビリティ ･コミュニケーション支援室を設
置している。支援室には、保健管理センター長で
ある医師１名、室長･保健管理センター准教授１名、
特命講師が１名、相談員&コーディネーターが3人
の6人が配置されている（西村,�20１4）。東京学芸
大学（学生・院生が約6,000人）は、障がい学生
支援室を設置し、専任スタッフが１名配置されて
いる（森脇,�20１4）。大阪教育大学（学生・院生が
約5,000人）は、学生相談のカウンセリングルー

障害者差別解消法施行に向けての発達障害学生の修学支援上の課題
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協働関係にあるか、大学内のみで支援が終結
しない連携体制づくりを進める。

5）�近隣の高校と連携があるか、否かは、入学者
の見込みを想定していくうえで重要な要素で
あり、高大連携づくりを進める。

6）�学生の出口保証として就職先の確保が必要で
あり、就職先の市場開拓づくりを進める。

7）�学内の機器等の配置状況を把握し、学生への
支援機器の共有づくりを進める。

8）�保健管理センター等を含め、学内諸機関との
協力体制づくりを進める。
こうしたことを進めていくには、「支援の三角
形」の確立は必須である、その三角形とは、本部、
部局、支援室である。本部は財政的措置、部局は
人的・物的サポート、支援室はノウハウの提供に
責任を持つことが求められる。支援室には、専任
スタッフの設置が必須条件であり、兼任スタッフ
では制度疲労を起こすことが立証されている。

（2）合理的配慮への対応
入学前後の時期から所属組織の教職員、支援担
当スタッフ、保護者間でケース会議を開催して、
合理的配慮を検討することが必要である。入学前
後に支援環境を整備することは、合理的配慮を組
織的に協議する方法の一つとして考えられる。
学生自身が配慮を要請することにより合理的配
慮の協議あるいは決定していく。これは、本人の
社会的な自立を促す意味でも重要である。そのた
めには、学生自身が配慮を要請するセルフ・アド
ボカシースキルの習得、この基礎である自己理解
（自分の特性や苦手さを言語化すること）�を深め
ることを念頭においた支援を検討していく必要が
ある。今後は、各大学が合理的配慮の提供に向け、
対応指針の整備が求められる。そのためには、
１）合理的配慮の決定方法
2）�その決定と提供を支える組織的な支援体制の
構築

3）各学生の配慮の必要性の周囲の理解
4）そのための根拠資料の作成
5）理解・啓発活動
6）�過度な負担を課さない範囲での組織的・効率
的な配慮内容の協議方法のありかた

7）�合理的配慮を支える学内組織、学内の円滑な
連携支援体制のあり方、等である。
このように合理的配慮の決定過程のあり方を支
援の合理性、学内組織の理解、配慮決定の協議方
法、円滑な連携支援体制の観点から検討していく
必要がある。

援がなされている。カウンセラーなどの支援担当
者は、本人へのカウンセリングだけはなく、支援
の主体である担当教員に対するコンサルタント機
能やコーディネーター機能を果たす必要があり、
今後は、担当教員と協議した上で、合理的配慮を
決定していくことが不可欠であるとしている。「就
職」支援では、カウンセラーなどによる個別面談
での助言とともに就職課や学外の就職支援機関と
の連携支援がなされていた。職業適性の理解、就
職活動の方法（エントリーシートの記入，面接）�
など、発達障害学生が就職で直面する困難は少な
くない。学生が自らの適性を理解し、主体的に就
職活動に取り組めるように、学内外の支援担当部
署・機関との協働支援体制が必要である、とする。
「対人関係スキル」支援では、学内教職員との連
携による支援の取り組みは少なく、カウンセラー
による個別面談やグループワーク、セミナー・プ
ログラム学習による支援方法が多くなされていた
とする。障害学生支援担当部署、あるいは学生相
談担当部署による支援が中心となっていた。

Ⅳ．障害学生の支援体制の構築

（1）支援体制を構築する際の考慮事項
障害者差別解消法の成立に伴い、各大学は障害

学生担当部署の設置、組織的・継続的な支援体制
の整備が急務となっている。既に大学内にそのよ
うな支援システムが準備されている場合であって
も、より効果的かつ効率的な支援チームの運営を
行うために障害学生支援室の設置が求められる。
ニーズのある学生を如何に掘り起こし、支援に対
する申請主義から如何に脱却していくかが課題と
なっている。
今後、合理的配慮を協議するための機能のみな

らず、配慮内容に関する評価方法を検討し、必要
に応じて配慮内容を修正できる機能も果たすよう
な学内支援組織、あるいは支援チームの構築が必
要になる。その際、次のような諸点を考慮する必
要があると思われる。
１）�障害学生にとって衣・食・住へのアクセスは
重要な要素であり、キャンパスそのものの立
地条件を考慮した体制づくりを進める。

2）�学生数と教職員数の規模を考慮した支援関係
づくりを進める。

3）�大学の専攻、学科、学部の構成、更に単科大
学か総合大学かによっても支援体制が異なる
ので適正な規模を念頭に組織づくりを進め
る。

4）�大学が地域の障害者リソースと関係があるか、
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進へ、3）個別対応から組織対応へ、という点か
ら再構築する必要があろう。その上で、丹治ら
（20１4）の分析結果をもとに発達障害学生への支
援の理想なものとして職種別に整理すると表3、
表4、表5、表6のようになる。

表3　障害学生支援室の事務担当者の支援内容

入学 ケース会議 支援ニーズの聴取、支援
計画の作成

履修

障害特性
の伝達

教員への特性の説明と配
慮願い、サポートブック
の配布

履修相談
必要履修単位の確認、履
修授業の見直し、履修
ペースの調整

出席の
代替

出席代替措置としての個
別レポート、別室受講の
許可

外部実習 実習機関への周知
事前実習の実施、特性の
説明と理解願い、実習中
の居場所確保

課外活動 サークルメンバー
への周知

サークル活動内の役割配
慮、ルールの周知

表4　教員の支援内容

授業

環境調整 座席の配慮、ノイズ防止ヘッド
ホンの使用許可

情報保障 ICレコーダーによる講義録音
許可、授業資料の配布

授業形式の
変更

プレゼンテーションによる講義
へ変更、実習グループの編成配
慮

トラブルへ
の対応

パニックへの対応、居場所の確
保

試験

レポートの
体裁指示

レポートのひな形提示、レポー
トの章立て提示

個別の配慮 別室受験、時間延長、試験の追
試、板書による試験指示

研究

担当教員・
ゼミ学生へ
の周知

特性の伝達、理解や配慮願い

個別の配慮 目標のスモールステップ化、ス
ケジュールの共有、メモの活用

表5　障害学生支援室の専門職員の支援内容

生活スキル

予定管理の助言 スケジュール帳を用い
た予定管理

空き時間の使い
方の助言

休憩時間の居場所確保、
学食の使い方の助言

生活リズムの助言 身だしなみの助言、生
活習慣改善の助言

パニックの対処 パニック時の対処方法
の助言

整理整頓 資料の整理、ファイリ
ングの助言

ラウンジの活用 談話室の設置

（3）障害学生支援室の整備
これまでの述べてきたことを所掌する学内支援

組織、あるいは支援チームの構築がもとめられて
いるが、その中核的なものは障害学生支援室の機
能を果たす部署であろう。障害学生支援室の類の
組織を新たに学内に設置することの功罪を巡る論
議が起きることは十分に想定される。20１6年4月
から障害者差別解消法が施行され、支援が慈善か
ら公的支援になることを考えれば、従来の障害学
生支援から脱却する必要があり、大学構成員は、
大学に障害学生支援という機能が新たに追加され
たものとして受け止めるべきであろう。
障害学生支援室を設置、維持していくには、現

実的な問題として「人・もの・金」が必要である。
学内において財政面が保証されているか、既存の
組織との関係をどのようにするのか、大学全体と
しての修学支援に障害学生支援をどのように位置
づけるのか、大学の運営方針における障害学生支
援の優先順位はどのようになっているか、等に
よって障害学生支援室の運営は異なってくる。障
害学生支援室が、大学全体として取り組むべき「支
援体制」にどのように関与していくのか、学内組
織が全てに関わる「実施体制」とどのような関係
にあるのか、学内の学生支援に関わる部署や障害
学生支援室が全てを行うのではないとすれば学内
の部署とどのように調整していくのか、学生支援
室は実務機関なのか審議機関なのか等、考えるべ
きことは多い。
今後は発達障害学生の入学者数の増加が想定さ

れ、組織的かつ継続的な支援体制を早急に整備す
る必要があること、修学支援が必要か否かの判断
が求められること、更にこれが極めて個別的なも
のであり、教職員の個人的な判断ではなくチーム
による判断が求められること、支援を持続可能なシ
ステムとすることなどを解決していくために障害
学生支援室は大学には取っては必要な機関である。

（4）障害学生支援室の機能の「分化と統合」
支援組織は、学生数と教職員数の規模、大学の

専攻、学科、学部の構成、更に単科大学か総合大
学かによっても異なる。障害学生支援室は、学生
が安心･安全な大学生活をおくれるように支援し
ていくことが共通な目標となろう。合理的配慮の
決定の際には、学生と大学当局との双方の建設的
対話が重視されており、障害学生支援室の果たす
役割は大きいといえる。
障害学生支援室の機能を、１）熱心な関係者の

みの体制から全学的・専従的な体制へ、2）障害
学生支援の「支援」のみに着目するのではなくユ
ニバーサルデザインに基づく全学対応としての推

障害者差別解消法施行に向けての発達障害学生の修学支援上の課題
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とみなすべきであろう。
障害学生支援室を設置するために財源の投入が
余儀なくされるが、我が国の大学の将来を考えれ
ば、十分に価値のあることである。大学が国際化
していく中で大学に多様性の価値観がなくては高
等教育機関としての大学は存在しえないと言えよ
う。
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表6　全学対応による支援内容

学習 プログラム学習 基礎学力向上プログラム
の実施

対人関係
スキル プログラム学習 ソーシャルスキルプログ

ラムの実施
共同作業の
アルバイト

共同作業を伴う短期雇用
プログラムの実施

対人関係スキル

適切な対応の仕方の助言
具体的な場面を想定した
振る舞い方やルールの助
言

グループワーク
テーマに応じた発表、話
し合い、レクリエーショ
ンの参加

社会常識に関す
る指導

社会常識テスト、ソー
シャルストーリーの実施

就職

就職活動の個別
相談

面接の練習、セミナーの
実施、職場選択の相談

職業訓練セン
ターの紹介 職業訓練

自己理解・
障害理解 特性の理解促進

グループワーク前後の振
り返り、心理検査等に基
づく特性の説明

メンタル
ケア 医療機関の紹介

精神科受診の照会、服薬
のすすめ、デイケア治療
の紹介

Ⅵ．おわりに

20１6年4月から障害者差別解消法が施行され、
障害学生支援は慈善から公的支援になる（都築,�
20１4b）。今後、「支援しないことが差別につなが
る」ことを大学構成員が自覚し、登録者・申請者
のみの支援からニーズのある学生に必要な支援へ
という方向に転換していくことが求められてい
る。
障害学生支援は大学の新しい機能強化であり、

大学としての姿勢、すなわち、理念が問われるこ
ととなる。大学は、在籍の有無にかかわらず、「障
害学生支援室」を設置することが求められ、学生
の個別のニーズに基づいて配慮事項を決定してい
く調整役の中心的な部署が障害学生支援室になる
であろう。
従来の障害学生支援において視覚障害学生や聴

覚障害学生には情報保障を主に行ってきたが、発
達障害は生活支援・学習支援が中心となり、新た
な支援が追加される。場当たり的な支援から系統
性のある支援を行っていくためには支援ニーズを
把握する必要があり、学内兼務ではなく、専門ス
タッフの設置が求められる。障害学生支援室だけ
では支援は全学に広がらず、学内の支援体制を恒
常的なものにしていく必要がある。このことは障
害学生のみならず、留学生にもあてはまり、学生
の多様化に応じた多様性のある大学づくりの一環
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